
6 月 定例役員会 区長報告、説明事項 
2019.6.7 

訃報連絡 

 

７町内、渋谷三喜夫様が 5 月 21 日にお亡くなりました。謹んでお悔や

み申し上げます。 

民生委員・児童委員の推薦

報告 

 

現行の民生委員・児童委員は今年 11 月 30 日をもって任期が満了とな

り、一斉改選となります。 

それに伴い菊水地区担当の民生委員・児童委員の推薦につきまして依

頼がありましたので、５町内の山本祐子氏、６町内の横山光廣氏を推薦

いたしました。 

現民生委員・児童委員の平 幹夫氏につきましては、２期６年に亘り常

に区民の立場に立って社会福祉の増進に努めていただきました。今期を

もちまして退任となります。ありがとうございました。 

7 町内会館清掃 
5 月 12 日 

 

 

 

 

詩吟の会、太極拳、ふまねっとの活動をは

じめ、寿会、女性会、各部会と菊水区自治

会館の活用率は町内でもトップクラスを誇

ります。 

5 月 12 日には、今まで以上に気持ち良く使

えるようにと、7 町内の皆様による菊水区

会館定期清掃が行われました。ありがとう

ございました。 

 
新しい花壇 完成 
5 月 22 日 

              

先日完成した花壇、５月 22 日、女性

会の皆様にベコニアの苗を植栽して

いただきました。 

「今年の苗は良く育っているので、

きっと立派に花を咲かせてくれます

よ」と会長さんのお話しです。早速、

苗に十分水を与え、ラインを引いて

正確に位置を決め、てきぱきと植栽を進めます。女性会の皆様、暑い中

本当にありがとうございました。 

 
ゴミ不法投棄 
 
5 月 21 日 
 

 

 

 

 

 

５月２１日（火）菊水会館駐車場の資源ごみ回収ボックスに写真のよう

な不法投棄がありました。夜８時１０分頃、発見者は環境美化部長です。

翌日、状況を駐在所長に連絡しました。その後文京区や橋本区にも軽ト

ラなどで不法投棄がなされていることが分かりました。しばらくして、

警察からは他の市町の住民が悪質な不法投棄をしていた旨の連絡があり

ました。役員一同、不法投棄者が区民でなくて、ほっとしました。 

 

ＨＰ・ＱＲコード 



 

 

交通安全・街頭啓発 

5 月 11 日～ 

 

 

 

全国では交差点での痛ましい事故などで、

幼い子どもたちが交通事故の犠牲者にな

っています。5 月 11 日より春の交通安全

が始まりました。菊水区にても役員が、朝

７時 15 分よりセキュメント前やパンダ歯

科前にて、街頭啓発を行っています。 

また、黄色い旗や黄色いウエアが、子ども

たちへの犯罪の抑止力にも一役かってい

ると思います。 

新⼗津川町 

長寿を祝う会 

8月29日（⽊）ゆめりあ 

 

※参加者名簿の取り扱い 

6 月 7 日 町内会長へ案内文書・取りまとめ依頼 

該当者 → 町内会長 : 締切 6/29 

菊水区：満 80 歳以上 84 人(6/1 現在)、 

喜寿満 76 歳 6 人 

町内会長→区長 : 締切 7 月 5 日(金)役員会までに 

【昨年、申し込み３６名、世話人５名】 

日本赤⼗字社資増強運動 

取り組み（先月より） 

 

先月定例会 名簿配布済み、町内会長徴収 

各町内会長 ⇒ 名簿に記入 ⇒ 社費ともに区長へ 

締め切り：６月 26 日厳守（ 最終 6/28 社協） 

既提出：4 町内、11 町内、6 町内、3 町内 

※領収書は社協にて個別に作成されます。 

新⼗津川自衛隊協力会 

新規加入依頼 

 

6 月 7 日 町内会長へ案内文書・取りまとめ依頼  

新規加入希望者、回覧文書で申込 ⇨ 町内会長 

昨年度会員 ⇦ 添付名簿にて、町内会長が徴収 ⇨区長 

締め切り：６月２6 日厳守（ 最終 6/28 総務課） 

地域サロン活動  

＜社会福祉協議会＞  

見守り、閉じこもり防止、仲間づくり、

社会参加 

 

現在菊水区より、太極拳、詩吟の会が申請しています。 

「ボランティアによるグループ活動」への支援（助成）です。 

・年間１０回ほどの活動で 20,000 円の助成 

（軽運動、お茶会、裁縫、百人一首、俳句、川柳、詩吟 ママ友・・・） 

児童、さくら公園 及び 

町有地草刈り作業 

5/19, 5/26, 6/2   

次回予定 6/16 

さくら公園のベンチ２台

も修理できました。 

・次回、菊水区定例役員会 
2019 年 7 月 5 日(金) 18:30 

※町内への転入ありましたら、連絡願います。 

 


